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代
理
人
弁
護
士
に
到
達
し
た
平
成
24
年

10
月
15
日
を
も
っ
て
本
件
処
分
の
あ
っ

た
こ
と
を
現
実
に
知
っ
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
、
同
25
年
４
月
19
日
に
提

起
さ
れ
た
本
件
訴
訟
は
、
行
訴
法
第
14

条
の
定
め
る
６
か
月
の
出
訴
期
間
を
経

過
し
た
後
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

本
件
開
示
請
求
か
ら
本
件
訴
訟
に
至
る

ま
で
一
貫
し
て
同
一
弁
護
士
が
代
理
人

と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

本
件
訴
訟
が
出
訴
期
間
を
経
過
し
た
こ

と
に
つ
き
行
訴
法
第
14
条
第
１
項
た
だ

し
書
の
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
原
審
判

決
を
破
棄
し
、
却
下
判
決
を
行
っ
た
一

審
判
決
を
正
当
と
し
た
事
例
で
あ
る
。

【
関
連
法
規
】	

行
訴
法
第
14
条
第
１
項
、

京
都
府
個
人
情
報
保
護

条
例
第
15
条
、
第
16
条

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
判
決
を
破
棄
す
る
。

被
上
告
人
の
控
訴
を
棄
却
す
る
。

控
訴
費
用
及
び
上
告
費
用
は
被
上
告

人
の
負
担
と
す
る
。

〔
理　
　
　

由
〕

上
告
代
理
人
置
田
文
夫
ほ
か
の
上
告

受
理
申
立
て
理
由
に
つ
い
て

１　

本
件
は
、
被
上
告
人
が
、
京
都

府
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
８
年
京

都
府
条
例
第
１
号
。
以
下「
本
件
条
例
」

と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
実
施
機
関
で

あ
る
京
都
府
警
察
本
部
長
（
以
下
「
処

分
行
政
庁
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
被

上
告
人
の
子
が
建
物
か
ら
転
落
し
て
死

亡
し
た
件
に
つ
い
て
京
都
府
警
察
田
辺

警
察
署
に
お
い
て
作
成
又
は
取
得
し
た

書
類
等
一
式
（
以
下
「
本
件
各
文
書
」

と
い
う
。）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
自
己

の
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
し
た
と
こ

ろ
、
処
分
行
政
庁
か
ら
平
成
24
年
10
月

12
日
付
け
で
そ
の
一
部
を
開
示
す
る
旨

の
決
定（
以
下「
本
件
処
分
」と
い
う
。）

を
受
け
た
た
め
、
上
告
人
を
相
手
に
、

本
件
処
分
の
う
ち
第
１
審
判
決
別
紙
１

記
載
Ａ
か
ら
Ｇ
ま
で
並
び
に
同
別
紙
２

記
載
Ｈ
及
び
Ｉ
に
係
る
個
人
情
報
を
不

開
示
と
し
た
部
分
（
以
下
「
本
件
各
不
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最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷　

平
成
28
年

３
月
10
日
判
決　

平
成
27
年
（
行
ヒ
）

第
２
２
１
号  

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

破
棄
自
判

一
審　

不
明

二
審　

不
明

行
政
勝
訴

（
要
旨
）

京
都
府
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ

き
、
被
上
告
人
が
弁
護
士
を
代
理
人
と

し
て
行
っ
た
開
示
請
求
に
対
し
、
処
分

庁
が
行
っ
た
一
部
開
示
決
定
通
知
書
（
以

下
「
本
件
処
分
」
と
い
う
。）
が
、
平
成

24
年
10
月
15
日
に
代
理
人
弁
護
士
に
到

達
し
、
一
部
開
示
文
書
自
体
は
、
同
月

24
日
に
代
理
人
弁
護
士
に
到
達
し
た
た

め
、
同
代
理
人
弁
護
士
は
、
平
成
25
年

４
月
19
日
に
、
本
件
処
分
取
消
等
の
訴

え
（
以
下
「
本
件
訴
訟
」
と
い
う
。）
を

提
起
し
た
と
こ
ろ
、
同
条
例
は
、
開
示

の
実
施
は
、
開
示
決
定
後
の
手
続
と
し

て
規
定
し
て
お
り
、
一
部
開
示
決
定
が
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開
示
部
分
」
と
い
う
。）
の
取
消
し
を

求
め
る
と
と
も
に
、
本
件
各
不
開
示
部

分
に
係
る
個
人
情
報
の
開
示
決
定
の
義

務
付
け
を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。

２　

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実

関
係
等
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。（

１
）本
件
条
例
は
、12
条
に
お
い
て
、

何
人
も
、
実
施
機
関
に
対
し
、
公
文
書

に
記
録
さ
れ
て
い
る
自
己
の
個
人
情
報

の
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
15
条
に
お
い

て
、開
示
請
求
を
受
け
た
実
施
機
関
は
、

一
定
期
間
内
に
当
該
請
求
に
つ
い
て
の

決
定
（
当
該
個
人
情
報
の
存
否
を
明
ら

か
に
し
な
い
で
開
示
請
求
を
拒
否
す
る

処
分
を
含
む
。
以
下
「
開
示
決
定
等
」

と
い
う
。）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
１

項
）、
開
示
決
定
等
を
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
当
該
開
示
決
定
等
の
内
容

を
開
示
請
求
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２
項
）
旨
規
定

し
た
上
で
、
16
条
に
お
い
て
、
実
施
機

関
は
、
開
示
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
当
該

開
示
決
定
に
係
る
個
人
情
報
の
開
示
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
１
項
）、
個
人

文
書
の
う
ち
被
上
告
人
自
身
の
個
人
情

報
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
記
録
さ
れ
て

い
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
た
個
人
情
報

の
み
を
一
部
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
し

た
。ウ　

処
分
行
政
庁
は
、
同
年
10
月
３

日
、
細
川
弁
護
士
の
申
出
を
受
け
て
、

本
件
開
示
請
求
に
対
す
る
応
答
と
は
別

に
、
本
件
条
例
５
条
１
項
６
号
及
び
２

項
に
基
づ
き
、
同
弁
護
士
に
対
し
、
上

記
イ
の
公
文
書
を
除
く
本
件
各
文
書
の

写
し
を
一
部
塗
り
つ
ぶ
し
た
上
で
交
付

し
た
（
以
下
、
こ
の
交
付
さ
れ
た
本
件

各
文
書
の
写
し
を
「
本
件
各
任
意
提
供

文
書
」
と
い
う
。）。

エ　

そ
の
後
、
処
分
行
政
庁
は
、
京

都
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
同
年
９
月
21

日
に
言
い
渡
さ
れ
た
別
件
訴
訟
の
判
決

を
受
け
て
、
被
上
告
人
の
子
の
個
人
情

報
が
被
上
告
人
に
と
っ
て
も
本
件
条
例

に
い
う
「
自
己
の
個
人
情
報
」
に
当
た

る
と
し
て
、
同
年
10
月
12
日
、
改
め
て

本
件
処
分
を
行
っ
た
。
京
都
府
警
察
本

部
の
担
当
者
は
、
同
日
、
細
川
弁
護
士

に
対
し
、
本
件
処
分
に
よ
っ
て
交
付
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
本
件
各
文
書
の
写
し

で
あ
っ
て
不
開
示
部
分
を
塗
り
つ
ぶ
し

た
も
の
（
以
下
「
本
件
各
開
示
文
書
」

と
い
う
。）
と
本
件
各
任
意
提
供
文
書

と
が
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
旨
を
電

話
で
伝
え
た
。

そ
し
て
、
同
月
15
日
、
本
件
処
分
に

係
る
通
知
書
（
以
下
「
本
件
通
知
書
」

と
い
う
。）
が
、
同
弁
護
士
の
下
に
到

達
し
た
。
本
件
通
知
書
に
は
、
不
開
示

と
さ
れ
た
部
分
を
特
定
し
て
そ
の
理
由

が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
本
件
各
開
示

文
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な

く
、
開
示
の
日
時
及
び
場
所
に
つ
い
て

は
郵
送
に
よ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。

オ　

同
月
22
日
、
本
件
各
開
示
文
書

が
、
細
川
弁
護
士
の
下
に
到
達
し
た
。

カ　

被
上
告
人
は
、
平
成
25
年
４
月

19
日
、
細
川
弁
護
士
及
び
下
田
香
織
弁

護
士
を
代
理
人
と
し
て
、
本
件
訴
え
を

提
起
し
た
。

３　

原
審
は
、
上
記
事
実
関
係
等
の

下
に
お
い
て
、
要
旨
次
の
と
お
り
判
断

し
、
本
件
処
分
の
う
ち
本
件
各
不
開
示

部
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
（
以
下

「
本
件
取
消
し
の
訴
え
」
と
い
う
。）
は

出
訴
期
間
を
遵
守
し
て
提
起
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
適
法
で
あ
り
、
本
件
各
不

開
示
部
分
に
係
る
個
人
情
報
の
開
示
決

情
報
の
開
示
は
、
当
該
個
人
情
報
の
記

録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
の
閲
覧
又
は
写

し
の
交
付
に
よ
り
行
う
（
２
項
）
旨
規

定
し
て
い
る
。
な
お
、
本
件
条
例
は
、

実
施
機
関
が
、
個
人
情
報
を
利
用
し
、

又
は
提
供
す
る
こ
と
に
相
当
の
理
由
が

あ
り
、
か
つ
、
当
該
利
用
又
は
提
供
に

よ
っ
て
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益

を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

京
都
府
個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、
収
集
目
的
以
外
の
目
的
の

た
め
に
個
人
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い

る
（
５
条
１
項
６
号
、
２
項
）。

（
２
）
ア　

被
上
告
人
は
、
平
成
23

年
12
月
20
日
、
細
川
治
弁
護
士
を
代
理

人
と
し
て
、本
件
条
例
12
条
に
基
づ
き
、

処
分
行
政
庁
に
対
し
、
本
件
各
文
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
開
示
請

求（
以
下「
本
件
開
示
請
求
」と
い
う
。）

を
し
た
。

イ　

処
分
行
政
庁
は
、
平
成
24
年
３

月
８
日
、
本
件
開
示
請
求
に
対
し
、
被

上
告
人
の
子
の
個
人
情
報
は
そ
の
遺
族

で
あ
る
被
上
告
人
の
「
自
己
の
個
人
情

報
」
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
本
件
各
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定
を
義
務
付
け
る
訴
え
（
以
下
「
本
件

義
務
付
け
の
訴
え
」
と
い
う
。）
も
本

件
取
消
し
の
訴
え
が
不
適
法
で
あ
る
こ

と
を
理
由
に
不
適
法
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
、
上
記
各
訴
え
を
い
ず

れ
も
却
下
し
た
第
１
審
判
決
を
取
り
消

し
て
本
件
を
第
１
審
に
差
し
戻
す
べ
き

も
の
と
し
た
。

本
件
通
知
書
に
は
開
示
の
日
時
及
び

場
所
は
郵
送
に
よ
る
と
記
載
さ
れ
、
本

件
通
知
書
の
記
載
だ
け
で
は
不
開
示
の

内
容
は
不
明
で
あ
り
、
不
開
示
の
内
容

を
了
知
す
る
に
は
本
件
各
開
示
文
書
の

到
達
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
、
本
件
通
知
書
は
平
成
24
年
10
月

15
日
に
、
本
件
各
開
示
文
書
は
同
月
22

日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
被
上
告
人
に
到
達
し

た
こ
と
、
本
件
条
例
15
条
２
項
は
、
実

施
機
関
が
、
開
示
決
定
等
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
開
示
決
定
等
の
内
容
を
開
示

請
求
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
こ
と
に

照
ら
す
と
、
本
件
通
知
書
と
本
件
各
開

示
文
書
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
本
件
処

分
の
通
知
内
容
を
構
成
し
て
い
る
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。そ
う
す
る
と
、

被
上
告
人
が
本
件
処
分
の
存
在
を
現
実

護
士
の
下
に
到
達
し
た
時
点
で
効
力
が

生
じ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
上
記
時
点

で
「
処
分
が
あ
っ
た
」
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

（
２
）
ま
た
、
処
分
が
そ
の
名
宛
人

に
個
別
に
通
知
さ
れ
る
場
合
に
は
、
行

政
事
件
訴
訟
法
14
条
１
項
本
文
に
い
う

「
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
」

と
は
、
そ
の
者
が
処
分
の
あ
っ
た
こ
と

を
現
実
に
知
っ
た
日
の
こ
と
を
い
い

（
最
高
裁
昭
和
26
年
（
オ
）
第
３
９
２

号
同
27
年
11
月
20
日
第
一
小
法
廷
判

決
・
民
集
６
巻
10
号
１
０
３
８
頁
、
最

高
裁
平
成
12
年
（
行
ヒ
）
第
１
７
４
号

同
14
年
10
月
24
日
第
一
小
法
廷
判
決
・

民
集
56
巻
８
号
１
９
０
３
頁
参
照
）、

当
該
処
分
の
内
容
の
詳
細
や
不
利
益
性

等
の
認
識
ま
で
を
要
す
る
も
の
で
は
な

い
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
処
分

は
、
本
件
通
知
書
を
も
っ
て
通
知
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
記
録
に

よ
れ
ば
、
本
件
通
知
書
に
は
本
件
開
示

請
求
に
対
す
る
応
答
と
し
て
一
部
を
開

示
す
る
旨
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
上
に
、ま
た
、前
記
２（
２
）

エ
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
通
知
書
に

は
本
件
各
文
書
に
記
録
さ
れ
た
個
人
情

に
知
っ
た
日
は
、
本
件
各
開
示
文
書
が

被
上
告
人
に
到
達
し
た
平
成
24
年
10
月

22
日
で
あ
り
、
同
日
か
ら
６
か
月
以
内

に
提
起
さ
れ
た
本
件
取
消
し
の
訴
え

は
、
出
訴
期
間
を
遵
守
し
た
も
の
で
あ

る
。４　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
行
政
事
件
訴
訟
法
14
条
１
項

本
文
は
、
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
、
処
分

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
６
か

月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
前
記
２
（
１
）
の
と
お
り
、
本
件

条
例
16
条
に
基
づ
く
開
示
の
実
施
は
、

同
条
例
15
条
に
基
づ
く
開
示
決
定
等
の

後
の
手
続
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
例
に
基
づ

く
開
示
決
定
等
は
、
個
人
情
報
の
記
録

さ
れ
た
公
文
書
の
写
し
の
交
付
等
に
よ

る
開
示
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て

も
、
当
該
開
示
決
定
等
に
係
る
通
知
書

が
開
示
請
求
者
に
到
達
し
た
時
点
で
効

力
を
生
ず
る
も
の
と
解
さ
れ
、
本
件
処

分
は
、
平
成
24
年
10
月
15
日
に
本
件
通

知
書
が
被
上
告
人
を
代
理
す
る
細
川
弁

報
の
う
ち
本
件
処
分
に
お
い
て
不
開
示

と
さ
れ
た
部
分
を
特
定
し
て
そ
の
理
由

が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
被
上
告
人
は
、
本
件

通
知
書
が
同
人
を
代
理
す
る
細
川
弁
護

士
の
下
に
到
達
し
た
平
成
24
年
10
月
15

日
を
も
っ
て
本
件
処
分
の
あ
っ
た
こ
と

を
現
実
に
知
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
、
同
25
年
４
月
19
日
に
提
起
さ
れ

た
本
件
取
消
し
の
訴
え
は
、
本
件
処
分

の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
６
か

月
の
出
訴
期
間
を
経
過
し
た
後
に
提
起

さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
３
）そ
し
て
、本
件
記
録
に
よ
れ
ば
、

本
件
通
知
書
に
お
い
て
出
訴
期
間
の
教

示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
り
、
ま
た
、
前
記
２
（
２
）
の
事
実

に
よ
れ
ば
、
本
件
通
知
書
の
記
載
は
不

開
示
部
分
を
特
定
し
て
不
開
示
の
理
由

を
付
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
各
開

示
文
書
が
細
川
弁
護
士
の
下
に
到
達
し

た
の
は
、
本
件
通
知
書
が
同
弁
護
士
の

下
に
到
達
し
た
１
週
間
後
で
あ
る
上
、

同
弁
護
士
が
本
件
開
示
請
求
か
ら
本
件

訴
訟
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
被
上
告
人

を
代
理
し
て
行
動
し
て
い
る
な
ど
と
い

う
の
で
あ
る
。
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「
本
件
差
し
押
さ
え
」と
い
う
。）と
こ
ろ
、

賃
料
債
権
の
う
ち
本
件
土
地
の
賃
料
相

当
額
も
信
託
財
産
で
あ
る
か
ら
滞
納
処

分
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、

本
件
差
し
押
さ
え
の
取
消
を
求
め
た
と

こ
ろ
、
本
件
差
し
押
さ
え
は
、
本
件
滞

納
固
定
資
産
税
等
の
う
ち
本
件
土
地
以

外
の
不
動
産
の
固
定
資
産
税
等
相
当
額

に
か
か
る
部
分
に
基
づ
き
、
本
件
賃
料

債
権
の
う
ち
本
件
土
地
の
賃
料
相
当
額

部
分
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
と
な
る
点

に
お
い
て
旧
信
託
法
第
16
条
第
１
項
と

の
関
係
で
問
題
は
あ
る
が
、
同
項
に
違

反
す
る
と
ま
で
は
い
え
ず
、
国
税
徴
収

法
第
63
条
が
、
徴
収
職
員
が
債
権
を
差

し
押
さ
え
る
と
き
は
そ
の
全
額
を
差
し

押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し

て
い
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
本
件

差
し
押
さ
え
の
効
力
を
直
ち
に
否
定
す

べ
き
理
由
は
な
く
、
ま
た
、
本
件
差
押

を
全
体
と
し
て
違
法
と
す
る
よ
う
な
特

段
の
事
情
も
う
か
が
わ
れ
な
い
か
ら
、

本
件
差
押
は
適
法
で
あ
る
と
し
て
、
原

審
判
決
を
破
棄
し
、
結
論
に
お
い
て
一

審
判
決
を
支
持
し
た
事
例
で
あ
る
。

【
関
連
法
規
】	

旧
信
託
法
第
16
条
第
１

項
、
国
税
徴
収
法
第
63

条

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

原
判
決
を
破
棄
す
る
。

被
上
告
人
ら
の
控
訴
を
棄
却
す
る
。

控
訴
費
用
及
び
上
告
費
用
は
被
上
告

人
ら
の
負
担
と
す
る
。

〔
理　
　
　

由
〕

第
１　

事
案
の
概
要

１　

本
件
は
、
彦
根
市
長
が
、
被
上

告
人
X1
株
式
会
社
（
以
下
「
被
上
告
人

会
社
」
と
い
う
。）
が
彦
根
市
内
に
所

有
す
る
第
１
審
判
決
別
紙
不
動
産
目
録

記
載
１
か
ら
３
ま
で
の
各
土
地（
以
下
、

こ
れ
ら
の
土
地
を
併
せ
て「
本
件
土
地
」

と
い
う
。）、同
目
録
記
載
４
の
家
屋（
以

下
「
本
件
家
屋
」
と
い
う
。）
及
び
そ

の
他
複
数
の
土
地
の
固
定
資
産
税
等
の

滞
納
処
分
と
し
て
、
被
上
告
人
会
社
の

株
式
会
社
Ａ
（
以
下
「
訴
外
会
社
」
と

い
う
。）
に
対
す
る
本
件
土
地
及
び
本

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

櫻
井
龍
子　

裁

判
官　

山
浦
善
樹　

裁
判
官　

池
上
政

幸　

裁
判
官　

大
谷
直
人　

裁
判
官　

小
池	

裕
）

差
押
処
分
取
消
請
求
事
件

最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷　

平
成
28
年

３
月
29
日
判
決　

平
成
26
年
（
行
ヒ
）

第
２
２
８
号  
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

破
棄
自
判

一
審　

不
明

二
審　

不
明

行
政
勝
訴

（
要
旨
）

信
託
契
約
に
基
づ
き
、
委
託
者
か
ら

受
託
し
た
土
地
（
以
下
「
本
件
土
地
」

と
い
う
。）
を
含
む
被
上
告
人
の
所
有
の

土
地
・
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
等
を

滞
納
し
た
被
上
告
人
に
対
し
、
上
告
人

で
あ
る
市
が
、
被
上
告
人
の
右
土
地
家

屋
を
一
体
と
し
た
賃
貸
借
契
約
に
基
づ

く
賃
料
債
権
を
差
し
押
さ
え
た
（
以
下

こ
れ
ら
の
事
情
に
よ
れ
ば
、
本
件
取

消
し
の
訴
え
が
出
訴
期
間
を
経
過
し
た

後
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
行
政
事

件
訴
訟
法
14
条
１
項
た
だ
し
書
の
「
正

当
な
理
由
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。

（
４
）
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
取
消

し
の
訴
え
は
、
不
適
法
な
訴
え
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
本

件
義
務
付
け
の
訴
え
は
、
行
政
事
件
訴

訟
法
３
条
６
項
２
号
の
義
務
付
け
の
訴

え
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
法
37
条
の
３
第

１
項
各
号
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

不
適
法
な
訴
え
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

５　

以
上
と
異
な
る
原
審
の
判
断
に

は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明

ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は

理
由
が
あ
り
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ

な
い
。
以
上
に
説
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
本
件
取
消
し
の
訴
え
及
び
本
件

義
務
付
け
の
訴
え
は
い
ず
れ
も
不
適
法

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
却
下
し
た
第
１

審
判
決
は
正
当
で
あ
る
か
ら
、
被
上
告

人
の
控
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
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件
家
屋
の
賃
貸
借
契
約
（
以
下
「
本
件

賃
貸
借
契
約
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く

賃
料
債
権
の
差
押
え
（
以
下
「
本
件
差

押
え
」
と
い
う
。）
を
し
た
こ
と
か
ら
、

被
上
告
人
ら
が
、
本
件
土
地
は
、
被
上

告
人
X2
を
委
託
者
兼
受
益
者
、
被
上
告

人
会
社
を
受
託
者
と
す
る
信
託
財
産
で

あ
っ
て
、
上
記
賃
料
債
権
の
う
ち
本
件

土
地
の
賃
料
相
当
額
部
分
も
信
託
財
産

で
あ
る
か
ら
、
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い
な
ど
と
し
て
、
上
告
人
を

相
手
に
、
本
件
差
押
え
の
取
消
し
を
求

め
る
事
案
で
あ
る
。

２　

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実

関
係
等
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。（

１
）
亡
Ｂ
と
被
上
告
人
会
社
は
、

平
成
18
年
６
月
23
日
、
亡
Ｂ
を
委
託
者

兼
受
益
者
、
被
上
告
人
会
社
を
受
託
者

と
し
、
亡
Ｂ
が
そ
の
所
有
に
係
る
本
件

土
地
を
被
上
告
人
会
社
に
信
託
譲
渡

し
、
被
上
告
人
会
社
に
お
い
て
本
件
土

地
の
管
理
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
旨
合
意
し
、
同
月
29
日
、
本

件
土
地
に
つ
き
、
亡
Ｂ
か
ら
被
上
告
人

会
社
に
対
す
る
信
託
を
原
因
と
す
る
所

有
権
移
転
登
記
及
び
信
託
の
登
記
が
さ

亡
し
、
被
上
告
人
X2
が
本
件
訴
訟
を
承

継
し
た
。

３　

原
審
は
、
上
記
事
実
関
係
等
の

下
に
お
い
て
、
要
旨
次
の
と
お
り
判
断

し
、
本
件
差
押
え
が
全
体
と
し
て
違
法

で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
取
り
消
す
べ

き
も
の
と
し
た
。

本
件
土
地
、
本
件
家
屋
及
び
そ
の
他

複
数
の
土
地
の
固
定
資
産
税
に
係
る
租

税
債
権
の
う
ち
、
本
件
土
地
の
固
定
資

産
税
相
当
額
部
分
は
、
旧
信
託
法
16
条

１
項
に
い
う
「
信
託
事
務
ノ
処
理
ニ
付

生
シ
タ
ル
権
利
」
に
該
当
す
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
が
、
上
記
租
税
債
権
の

う
ち
、
本
件
家
屋
及
び
そ
の
他
複
数
の

土
地
の
固
定
資
産
税
相
当
額
部
分
は
、

こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
の

で
、
同
部
分
に
基
づ
い
て
、
本
件
賃
料

債
権
の
う
ち
、
信
託
財
産
で
あ
る
本
件

土
地
の
賃
料
相
当
額
部
分
に
対
し
て
滞

納
処
分
を
行
う
こ
と
は
、
同
項
に
抵
触

す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務

者
が
複
数
の
不
動
産
を
有
す
る
場
合
に

は
、
い
わ
ゆ
る
名
寄
せ
が
行
わ
れ
、
課

税
標
準
額
及
び
税
額
を
算
出
す
る
際
の

端
数
処
理
が
上
記
の
複
数
の
不
動
産
の

れ
た
（
以
下
、
上
記
の
譲
渡
に
係
る
契

約
を
「
本
件
信
託
契
約
」
と
い
う
。）。

ま
た
、
亡
Ｂ
と
被
上
告
人
会
社
は
、
本

件
信
託
契
約
に
際
し
て
、
被
上
告
人
会

社
が
亡
Ｂ
に
対
し
月
額
７
万
４
４
０
０

円
の
配
当
金
を
支
払
う
旨
の
合
意
を
し

て
い
た
。

本
件
信
託
契
約
に
つ
い
て
は
、
信
託

法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第

１
０
９
号
）
２
条
に
よ
り
、
信
託
財
産

に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件

に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
信
託
法
（
大

正
11
年
法
律
第
62
号
。
平
成
18
年
法
律

第
１
０
９
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
。

以
下
「
旧
信
託
法
」
と
い
う
。）
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
こ
ろ
、
同
法

16
条
１
項
は
、「
信
託
財
産
ニ
付
信
託

前
ノ
原
因
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
権
利
又

ハ
信
託
事
務
ノ
処
理
ニ
付
生
シ
タ
ル
権

利
ニ
基
ク
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
信
託
財
産

ニ
対
シ
強
制
執
行
、
仮
差
押
若
ハ
仮
処

分
ヲ
為
シ
又
ハ
之
ヲ
競
売
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。

（
２
）
被
上
告
人
会
社
は
、
平
成
18

年
７
月
19
日
、
本
件
土
地
上
に
あ
る
本

件
家
屋
を
売
買
に
よ
り
取
得
し
た
上
、

訴
外
会
社
と
の
間
で
、
本
件
土
地
及
び

本
件
家
屋
を
、
使
用
目
的
を
事
務
所
及

び
駐
車
場
と
し
、
賃
料
を
月
額
30
万
円

及
び
消
費
税
相
当
額
と
し
て
賃
貸
す
る

旨
の
本
件
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
。

本
件
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
賃
料

に
つ
き
、
本
件
土
地
の
賃
料
相
当
額
部

分
と
本
件
家
屋
の
賃
料
相
当
額
部
分
の

内
訳
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
３
）被
上
告
人
会
社
は
、本
件
土
地
、

本
件
家
屋
及
び
そ
の
他
複
数
の
土
地
に

係
る
平
成
18
年
度
分
か
ら
同
23
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
を
滞
納
し
た
こ
と

か
ら
、
彦
根
市
長
は
、
被
上
告
人
会
社

に
対
し
、平
成
24
年
１
月
20
日
付
け
で
、

上
記
固
定
資
産
税
並
び
に
督
促
手
数

料
、
延
滞
金
及
び
滞
納
処
分
費
（
以
下

「
本
件
滞
納
固
定
資
産
税
等
」と
い
う
。）

を
徴
収
す
る
た
め
、
本
件
賃
貸
借
契
約

に
係
る
同
年
２
月
分
以
降
の
賃
料
の
支

払
請
求
権
を
本
件
滞
納
固
定
資
産
税
等

の
金
額
に
充
つ
る
ま
で
差
し
押
さ
え
る

旨
の
本
件
差
押
え
を
し
た
（
以
下
、
本

件
差
押
え
の
対
象
と
な
っ
た
支
払
請
求

権
を
「
本
件
賃
料
債
権
」
と
い
う
。）。

（
４
）
亡
Ｂ
は
第
１
審
係
属
中
に
死
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価
格
の
合
計
額
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
と

し
て
も
、
特
定
の
不
動
産
に
対
す
る
固

定
資
産
税
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
自

体
は
可
能
で
あ
る
以
上
、
信
託
財
産
で

あ
る
本
件
土
地
の
み
な
ら
ず
、
本
件
家

屋
及
び
そ
の
他
複
数
の
土
地
の
固
定
資

産
税
等
に
基
づ
き
、
本
件
賃
料
債
権
の

全
体
を
差
し
押
さ
え
る
本
件
差
押
え

は
、
同
項
に
違
反
し
、
全
体
と
し
て
違

法
で
あ
る
。

第
２　

上
告
代
理
人
松
本
光
右
の
上

告
受
理
申
立
て
理
由
第
１
点
に
つ
い
て

旧
信
託
法
16
条
１
項
は
、「
信
託
前

ノ
原
因
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
権
利
又
ハ

信
託
事
務
ノ
処
理
ニ
付
生
シ
タ
ル
権

利
」
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
信
託
財

産
に
対
す
る
強
制
執
行
等
を
禁
じ
て
い

る
と
こ
ろ
、
そ
の
目
的
は
、
信
託
財
産

の
独
立
性
を
確
保
し
、
受
益
者
の
保
護

等
を
図
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
に
鑑
み
る
な

ら
ば
、
信
託
財
産
に
対
す
る
滞
納
処
分

は
、
信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
債
権
な

ど
「
信
託
事
務
ノ
処
理
ニ
付
生
シ
タ
ル

権
利
」
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
同
項

に
よ
り
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
。
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が

い
て
も
、
本
件
土
地
の
賃
料
相
当
額
部

分
を
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
同
部
分
は
、
被
上

告
人
会
社
が
、
信
託
財
産
で
あ
る
本
件

土
地
の
管
理
行
為
と
し
て
締
結
し
た
本

件
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
き
得
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
旧
信
託
法
14
条
に
よ
り
、

信
託
財
産
に
属
す
る
も
の
と
な
る
。

２　

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が

同
一
の
市
町
村
内
に
複
数
の
不
動
産
を

有
す
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
名
寄
せ

が
行
わ
れ
（
地
方
税
法
３
８
７
条
）、

課
税
技
術
上
、
固
定
資
産
税
は
、
全
て

の
不
動
産
に
つ
き
一
体
と
し
て
賦
課
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
各
不
動

産
に
課
さ
れ
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
は
当
該
不
動
産
の
価
格
を
基
準
と
す

る
こ
と
（
同
法
３
４
９
条
）
か
ら
す
る

と
、
上
記
の
場
合
に
賦
課
さ
れ
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
各
不
動

産
の
課
税
標
準
で
按
分
す
る
こ
と
に
よ

り
、
各
不
動
産
の
固
定
資
産
税
相
当
額

を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

３　

そ
う
す
る
と
、
本
件
差
押
え
に

つ
い
て
は
、
本
件
滞
納
固
定
資
産
税
等

の
う
ち
本
件
土
地
以
外
の
不
動
産
の
固

で
き
な
い
。

第
３　

上
告
代
理
人
松
本
光
右
の
上

告
受
理
申
立
て
理
由
第
２
点
か
ら
第
５

点
ま
で
に
つ
い
て

１　

本
件
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て

は
、
賃
料
の
う
ち
本
件
土
地
の
賃
料
相

当
額
部
分
と
本
件
家
屋
の
賃
料
相
当
額

部
分
の
内
訳
に
つ
き
明
示
の
合
意
は
な

さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
旧
信
託
法
28

条
が
信
託
契
約
の
受
託
者
は
信
託
財
産

を
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分

別
し
て
管
理
す
る
こ
と
を
要
す
る
旨
規

定
し
て
い
る
こ
と
、
本
件
土
地
に
つ
い

て
信
託
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

本
件
土
地
と
本
件
家
屋
と
は
別
個
の
不

動
産
で
あ
り
、
そ
の
経
済
的
な
価
値
は

別
個
に
観
念
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

こ
と
等
に
鑑
み
る
と
、
本
件
賃
貸
借
契

約
の
当
事
者
の
意
思
を
合
理
的
に
解
釈

す
る
な
ら
ば
、
本
件
土
地
及
び
本
件
家

屋
の
経
済
的
な
価
値
の
割
合
や
利
用
状

況
等
に
応
じ
て
、
本
件
賃
貸
借
契
約
に

基
づ
く
賃
料
債
権
に
つ
き
、
本
件
土
地

の
賃
料
相
当
額
部
分
と
本
件
家
屋
の
賃

料
相
当
額
部
分
と
に
区
分
さ
れ
る
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
本
件
賃
料
債
権
に
つ

定
資
産
税
相
当
額
に
係
る
部
分
に
基
づ

き
、
本
件
賃
料
債
権
の
う
ち
本
件
土
地

の
賃
料
相
当
額
部
分
を
差
し
押
さ
え
る

こ
と
と
な
る
点
に
お
い
て
旧
信
託
法
16

条
１
項
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
本
件
滞
納

固
定
資
産
税
等
の
う
ち
本
件
土
地
の
固

定
資
産
税
相
当
額
に
係
る
部
分
に
基
づ

き
、
本
件
賃
料
債
権
を
差
し
押
さ
え
る

こ
と
や
、
本
件
滞
納
固
定
資
産
税
等
に

基
づ
き
、
本
件
賃
料
債
権
の
う
ち
本
件

建
物
の
賃
料
相
当
額
部
分
を
差
し
押
さ

え
る
こ
と
は
、
同
項
に
何
ら
反
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
件
差
押
え
に
つ
き

同
項
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
部
分
は

上
記
の
限
度
に
と
ど
ま
り
、
国
税
徴
収

法
63
条
が
、
徴
収
職
員
が
債
権
を
差
し

押
さ
え
る
と
き
は
そ
の
全
額
を
差
し
押

さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て

い
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
本
件
差

押
え
の
効
力
を
直
ち
に
否
定
す
べ
き
理

由
は
な
く
、
ま
た
、
本
件
差
押
え
を
全

体
と
し
て
違
法
と
す
る
よ
う
な
特
段
の

事
情
も
う
か
が
わ
れ
な
い
か
ら
、
本
件

差
押
え
は
、
適
法
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
旧
信
託
法
16
条
１
項
と
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の
関
係
で
問
題
と
な
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
本
件
賃
料
債
権
の
う
ち
本
件
土
地

の
賃
料
相
当
額
部
分
を
も
っ
て
本
件
滞

納
固
定
資
産
税
等
の
う
ち
本
件
土
地
以

外
の
不
動
産
の
固
定
資
産
税
相
当
額
に

係
る
部
分
に
充
当
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
、
本
件
賃
料
債
権
が
逐
次
取
り

立
て
ら
れ
て
本
件
滞
納
固
定
資
産
税
等

に
充
当
さ
れ
た
結
果
、
本
件
滞
納
固
定

資
産
税
等
の
う
ち
本
件
土
地
の
固
定
資

産
税
相
当
額
に
係
る
部
分
が
消
滅
し
た

場
合
に
は
、
上
告
人
は
、
そ
れ
以
降
に

本
件
差
押
え
に
基
づ
き
取
り
立
て
た
本

件
賃
料
債
権
の
う
ち
本
件
土
地
の
賃
料

相
当
額
を
被
上
告
人
会
社
に
交
付
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
交
付
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
被
上
告
人
会
社
は
、
上
告
人
に

対
し
、
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

４　

以
上
と
異
な
る
見
解
に
立
っ

て
、
本
件
差
押
え
を
違
法
で
あ
る
と
し

た
原
審
の
判
断
に
は
、
判
決
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反

が
あ
る
。
論
旨
は
、
以
上
と
同
旨
を
い

う
限
度
で
理
由
が
あ
る
。

な
お
、
本
件
土
地
及
び
本
件
家
屋
の

貸
付
け
に
係
る
消
費
税
の
納
税
義
務
者

は
、
被
上
告
人
会
社
で
あ
り
（
消
費
税

法
５
条
１
項
）、
本
件
賃
料
債
権
の
う

ち
本
件
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
消
費
税

相
当
額
と
さ
れ
た
部
分
は
、
本
件
土
地

及
び
本
件
家
屋
の
貸
付
け
の
対
価
の
一

部
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

本
件
差
押
え
に
よ
り
同
部
分
を
差
し
押

え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ

る
。第

４　

結
論

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
判
決
は
破
棄
を

免
れ
ず
、
本
件
差
押
え
が
適
法
で
あ
る

と
し
て
被
上
告
人
ら
の
請
求
を
棄
却
し

た
第
１
審
判
決
は
結
論
に
お
い
て
是
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
上
告
人

ら
の
控
訴
を
棄
却
す
る
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見

で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

大
橋
正
春　

裁

判
官　

岡
部
喜
代
子　

裁
判
官　

大
谷

剛
彦　

裁
判
官　

木
内
道
祥	

裁
判
官	

山
崎
敏
充
）
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